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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキシブル固体照明ストリップであって、
　長手方向の軸を有する細長い回路基板であって、前記細長い回路基板は前記細長い回路
基板の前記長手方向の軸に平行な折畳み線の周りでセクションへと曲げられ、この結果、
前記長手方向の軸に沿った後続のセクションは少なくとも４５度離れて向けられている、
前記細長い回路基板と、
　前記細長い回路基板に取り付けられた少なくとも１つの固体光源と、
　前記細長い回路基板の前記セクションの少なくともいくつかは、各々が二等辺台形の形
状を有する、フレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項２】
　前記後続セクションが９０度又は約９０度の間隔を置いて配されている、請求項１に記
載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項３】
　前記細長い回路基板の前記セクションは、第１のセクションと第２のセクションとを含
み、前記第１のセクション及び前記第２のセクションが前記細長い回路基板の長手方向の
軸において互いに重なり合っている領域における前記細長い回路基板は、前記第１のセク
ションが前記第２のセクションに対して垂直又は実質的に垂直になるように前記折畳み線
の第１の折畳み線の周りに曲げられている、請求項２に記載のフレキシブル固体照明スト
リップ。
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【請求項４】
　前記細長い回路基板の前記セクションは、前記細長い回路基板の前記長手方向の軸の方
向において前記第２のセクションと同レベルの第３のセクションを更に含み、前記細長い
回路基板は、前記折畳み線のうちの前記第２及び第３セクションを接合する第２の折畳み
線に関して更に１８０度又は約１８０度曲げられ、この結果、前記第２のセクションが第
３セクションと平行又は実質的に平行であり、前記細長い回路基板の前記セクションは、
前記細長い回路基板の長手方向の軸の方向で前記第１のセクションと同じレベルにある第
４のセクションを更に含み、前記第３のセクション及び前記第４のセクションが前記細長
い回路基板の長手方向の軸の方向に互いに重なり合っている領域の前記細長い回路基板は
、前記第３のセクションが前記第４のセクションに対して垂直又は実質的に垂直であり、
かつ、前記第１のセクション及び前記第４のセクションが同一平面上又は実質的に同一平
面上になるように、前記折畳み線の第３の折畳み線に関して曲げられる、請求項３に記載
のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項５】
　前記細長い回路基板の前記セクションは、前記細長い回路基板の長手方向の軸に沿って
前記第１のセクション及び前記第２のセクションの後に連続して配されている他の第１の
セクションを更に有し、前記第２のセクションと前記他の第１のセクションとが前記細長
い回路基板の前記長手方向の軸の方向に互いに重なり合っている領域の前記細長い回路基
板は、前記第２のセクションが前記他の第１のセクションに対して垂直又は実質的に垂直
であり、かつ、前記第１のセクション及び前記他の第１のセクションが同一平面又は実質
的に同一平面となるように、前記折り畳みの第４の折畳み線に関して曲げられる、請求項
３又は４に記載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項６】
　前記第２のセクションは、前記第１の折畳み線と前記第４の折畳み線との間の自由縁を
有する、請求項５に記載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項７】
　前記後続セクションの各々は、中間の重なり合わない領域を有する、請求項１乃至６の
何れか一項に記載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項８】
　前記細長い回路基板の前記セクションの各々は、前記フレキシブル固体照明ストリップ
が曲げられていない場合、平坦である、請求項１乃至７の何れか一項に記載のフレキシブ
ル固体照明ストリップ。
【請求項９】
　前記細長い回路基板は導電性金属トラックを含む、請求項１乃至８の何れか一項に記載
のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの固体光源が、前記細長い回路基板の前記セクションの少なくとも
一部に配置された少なくとも１つの固体光源を含む、請求項１乃至９の何れか一項に記載
のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの固体光源は、前記細長い回路基板の前記セクションの長手方向中
間部からオフセットして配される、請求項１乃至１０の何れか一項に記載のフレキシブル
固体照明ストリップ。
【請求項１２】
　前記細長い回路基板及び前記少なくとも１つの固体光源をカプセル化する材料を更に有
する、請求項１乃至１１の何れか一項に記載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【請求項１３】
　前記材料を貫通しているが前記細長い回路基板を貫通せずに延在している少なくとも１
つの孔を更に有する、請求項１２に記載のフレキシブル固体照明ストリップ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブルLED（発光ダイオード）ストリップのような、フレキシブルな
固体照明ストリップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、フレキシブルLED（発光ダイオード）ストリップのような、フレキシブルな
固体照明ストリップに関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在のLEDストリップは、一方向に容易に曲げることができ、例えば、米国特許出願公
開第２０１１/０２２８５３６号（Im他）の図１及び図２の段階的に湾曲したランプユニ
ットを参照されたい。しかし、この方向に垂直になると、銅のトラックを損なうリスクを
冒すことなくストリップを曲げることができない。従って、ストリップの取り付けは、ス
トリップが一方向にのみ湾曲しなければならない限り、うまくいく。
【０００４】
　米国特許出願公開第２０１５/０３５４７９７号には、照明装置のためのフレキシブル
回路基板が開示されている。フレキシブル回路基板は、LEDのための複数の実装部と、隣
接する実装部を相互に接続する接続部とを含み、長手方向の照明装置を形成する。接続部
は、実装部に対して長手方向に所定の角度をなす。
【０００５】
　本発明の目的は、改善されたフレキシブル固体照明ストリップを提供することである。
本発明の特定の目的は、その性能を損なうことなく、少なくとも２つの（直交する）方向
に湾曲することを可能にするフレキシブルの固体照明ストリップを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、これら及び他の目的は、フレキシブル固体照明ストリップで
あって、長手方向の軸を有する細長い回路基板であって、前記細長い回路基板が、前記細
長い回路基板の長手方向の軸に平行な折り目の周りにセクションへと曲げられており、こ
の結果、前記長手方向の軸に沿った後続セクションが少なくとも４５度の角度をなして配
置される、細長い回路基板と、前記細長い回路基板上に取り付けられた少なくとも１つの
固体光源とを有するフレキシブル固体照明ストリップによって達成される。
【０００７】
　後続のセクションは、例えば、９０度又は約９０度の間隔を置いて配置されても良い。
即ち、長手方向に見られるように、他の全てのセクションは、残りのセクションと比較し
て長手方向の軸の周りに（ほぼ）９０度「回転」される。例えば、セクションは、水平及
び垂直であっても良い。本明細書で使用される「約」、「実質的に」及び類似の用語は、
言及された角度が±０‐１０度又は±０‐５度であり得ることを意味すると解釈され得る
。
【０００８】
　細長い回路基板は、長手方向の後続セクションが少なくとも４５度、好ましくは（ほぼ
）９０度において、外方へ、向けられるように、基板の長手方向の軸に平行な折畳み線に
関するセクションに曲げられるので、ストリップは２方向にフレキシブルである。これに
より、ストリップは様々なアプリケーションに容易に取り付けられることができる。
【０００９】
　細長い回路基板のセクションは、第１のセクション及び第２のセクションを含むことが
でき、第１のセクション及び第２のセクションが細長い回路基板の長手方向の軸の方向に
互いに重なり合う領域内の細長い回路基板は、前記第１のセクションが前記第２のセクシ
ョンに対して垂直又は実質的に垂直となるように、前記折畳み線の第１の折畳み線の周り
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に折畳まられる。
【００１０】
　細長い回路基板のセクションは、細長い回路基板の長手方向の軸の方向に第２のセクシ
ョンと同じレベルの第３のセクションを更に含むことができ、細長い回路基板は、前記折
畳み線の第２の折畳み線の周りで更に１８０度又は約１８０度曲げられ、前記第２折畳み
線は前記第２のセクションが前記第３のセクションと平行又は実質的に平行となるように
前記第２及び第３のセクションを接合しており、前記細長い回路板の前記セクションは、
前記細長い回路基板の長手方向の軸の方向において前記第１のセクションのレベルにおい
て第４のセクションを更に含み、前記第３のセクションと前記第４のセクションとが前記
細長い回路基板の長手方向の軸の方向に互いに重なり合っている領域の前記細長い回路基
板は、前記第３のセクションが第４のセクションに対して垂直又は実質的に垂直であり、
第１のセクションと第４のセクションとが同一平面上又は実質的に同一平面上にあるよう
に、前記折畳み線の第３折畳み線に関して曲げられている。
【００１１】
　細長い回路基板のセクションは、細長い回路基板の長手方向の軸に沿って第１のセクシ
ョン及び第２のセクションの後に連続して配置された他の第１のセクションを更に含むこ
とができ、前記第２のセクション及び前記別の第１のセクションが前記細長い回路基板の
前記長手方向の軸において互いに重なり合っている領域の前記細長い回路基板は、前記第
２のセクションが前記他の第１のセクションに対して垂直又は実質的に垂直となるように
、かつ、前記第１のセクション及び前記他の第１のセクションが同一平面上又は実質的に
同一平面上にあるように、前記折畳み線の第４の折畳み線に関して曲げられる。
【００１２】
　前記他の第１のセクションに、他の第２のセクションが後続する等し得る。同様に、他
の第２のセクションは、他の第３のセクションと結合されることができ、前記他の第３の
セクションは他の第４のセクション（上述の第３のセクションと結合される）と結合され
ることができる。このために、本発明のストリップは、第１乃至第４のセクションの長い
鎖を含むことができることが理解される。代替的には、本発明のストリップは、第１及び
第２のセクションのみの長い鎖を含むことができる。後者は、製造の観点から有益であり
得る。
【００１３】
　第２セクションは、第１の折畳みラインと第４の折畳みラインとの間に自由縁を有して
も良い。他のセクションが、同様の自由縁を有することができる。
【００１４】
　後続のセクションは、それぞれ、中間の、重複しない領域を有することができる。
細長い回路基板の前記セクションの少なくともいくつかは、各々が二等辺台形（an isosc
eles trapezoid）の形状を有することができる。二等辺台形の形状は、製造の観点から及
び電流輸送のために、有益であり得る。代替的には、各セクションは、例えば、矩形であ
っても良い。
【００１５】
　細長い回路基板の前記セクションの各々は、少なくともフレキシブル固体照明ストリッ
プが曲げられていないとき、平坦であっても良い。
【００１６】
　細長い回路基板は、導電性金属トラックを含むことができる。
【００１７】
　少なくとも１つの固体光源は、細長い回路基板の少なくとも一部のセクションに配置さ
れた少なくとも１つの固体光源を含むことができる。このようにして、ストリップは、光
幾つかの異なる方向に光を放射するのに使用されることができる。
【００１８】
　少なくとも１つの固体光源は、細長い回路基板のセクションの長手方向中央からオフセ
ットして配置されても良い。少なくとも１つの固体光源は典型的には剛性であるので、こ
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の配置は、ストリップが撓んだときにセクションの曲がりがそれぞれのセクションの長手
方向中間において最も生じやすいので、ストリップが撓んだ際の固体光源の損傷の危険性
を低減することができる。細長い回路基板のセクションは、例えば、２つの固体光源を含
むことができ、１つは、前記長手方向中央の各側にある。
【００１９】
　フレキシブル固体照明ストリップは、細長回路基板及び少なくとも１つの固体光源をカ
プセル化する材料を更に含むことができる。材料はフレキシブルであっても良い。材料は
、例えば、シリコーン又はPUR（ポリウレタン）であっても良い。カプセル化材料はまた
、上昇された温度（即ち、ストリップの動作温度より高い）においてより弾性を有し、寒
い時には硬い材料（例えば、プラスチック）であり得る。ストリップを取り付けるとき、
このようなカプセル化材料は、例えば、ヘアドライヤー又は他の加熱装置を用いて加熱さ
れ、ストリップを所望の形状に曲げることができる。
【００２０】
　少なくとも１つの孔は、カプセル材料を通って延在するが、細長い回路基板を通って延
在しないかもしれない。少なくとも１つの孔は、テープ、接着剤などを使用することなく
、ストリップを何らかの外部構造に固定するために使用されても良い。少なくとも１つの
孔が細長い回路基板を通過しないので、より高い電流が使用され得る。少なくとも１つの
孔はまた、ストリップがより容易に曲がるようにし、即ち、よりフレキシブルにする。少
なくとも１つの孔は、前述の第２及び第３のセクションに都合よく配置することができ、
ストリップを他の固定の解決策と比較してより小さく維持する。
【００２１】
　本発明は、特許請求の範囲に記載されたフィーチャの全ての可能な組み合わせに関する
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明のこの態様及び他の態様を、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、よ
り詳細に記載する。
【図１ａ】本発明の一実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップのセクション斜視
図である。
【図１ｂ】図１ａのフレキシブル固体照明ストリップの側断面図である。
【図１ｃ】図１ａのフレキシブル固体照明ストリップの上断面図である。
【図２】図１ａ‐ｃ及び図２に示されるタイプのフレキシブル固体照明ストリップを製造
するために使用される回路基板の斜視図である。
【図３】図１ａ‐ｃのフレキシブル固体照明ストリップの変形例のセクション上面図であ
る。
【図４】図１ａ‐ｃのフレキシブル固体照明ストリップの別の変形例のセクション斜視図
である。
【図５】本発明の別の実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップのセクション斜視
図である。
【図６】図５に示すタイプのフレキシブル固体照明ストリップを製造するために使用され
る回路基板の斜視図である。
【図７】本発明の更に別の実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップの断面斜視図
である。
【図８】フレキシビリティを高めるための様々な形状を示している。
【００２３】
　図面においては、全体を通じて同様の参照符号は同様の要素を指す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、ここで、本発明の好ましい実施例が詳細に示されている添付図面を参照して
、より完全に記載される。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で実施することが
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でき、本明細書に記載の実施例に限定されるものと解釈すべきではなく、むしろ、これら
の実施例は、完全性及び完全性のために提供され、本発明の範囲を当業者に完全に伝える
。
【００２５】
　図１ａ‐ｃは、本発明の一実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップ１０を示す
。参考のため、軸線x、y及びzによる３次元デカルト座標系も示されている。
【００２６】
　ストリップ１０は、細長い回路基板１２を有する。細長い回路基板１２は、長手方向の
軸１４（x方向）を有する。細長い回路基板１２は、非導電性の基板と、導電性の金属ト
ラック１６とを含む。非導電性基板は、例えば、ポリアミド製の少なくとも１つの箔であ
ることができる。導電性金属トラック１６は、例えば、銅であり得る。図１ｂ‐ｃにおけ
る金属トラック１６は、線１７で分離されている。回路基板１２は、例えばフレキシブル
プリント回路基板（PCB）であり得る。金属トラック１６の厚さは、例えば、０.０１mm又
は０.０３５mm又は０.０７mmとすることができ、ポリアミド箔の厚さは、２５μm又は５
０μmとすることができる。
【００２７】
　細長い回路基板１２は、ストリップ１０の製造中に曲げられ、複数の（細長い回路基板
）セクション１８が形成される。長手方向に見られるように、ストリップ１０は、例えば
、１メートルあたり１００個のセクション又は折り畳み（「折畳みピッチ」）を有するこ
とができる。各セクション１８は二等辺台形の形状を有する。この目的のために、各セク
ション１８は、より長いベース、より短いベース、及び２つのレッグを有する。少なくと
もストリップ１０が曲げられていないときは、各セクション１８は平坦である。セクショ
ン１８は、等しい長さ又は異なる長さを有することができる。
【００２８】
　細長い回路基板１２のセクションは、第１のセクション１８ａ及び第２のセクション１
８ｂを含む。細長い回路基板１２は、第１セクション１８ａと第２セクション１８ｂとが
第１折畳み線２２を中心にして長手軸１４の方向に互いに重なり合っている領域２０にお
いて曲げられている。第１折畳み線２２は、長手方向の軸１４と平行であり、各セクショ
ン１８ａ‐ｂの長い基部の端部に沿って延在している。細長い回路基板１２は、図１ａの
角度２４で示すように、第１セクション１８ａが第２のセクション１８ｂに垂直な（実質
的に）であるように、第１折畳み線２２の周りに（約）９０度で曲げられる。
【００２９】
　細長い回路基板１２のセクションは、長手方向の軸１４の方向に第２のセクション１８
ｂと同じ高さの第３のセクション１８ｃを更に含む。即ち、第２及び第３のセクション１
８ｂ‐ｃは、x方向において同じ位置を有する。細長い回路基板１２は、セクション１８
ｂ~１８ｃの短い基部を結合する第２の折曲げ線２６の周りで更に（ほぼ）１８０度曲げ
られる。第２の折曲げ線２６はまた、長手方向の軸１４に平行である。細長い回路基板１
２は、第２セクション１８ｂは第３セクション１８ｃに（実質的に）平行となるよう第２
の折畳み線２６に関して折畳まれている。
【００３０】
　細長い回路基板１２のセクションは、長手方向の軸１４の方向に第１のセクション１８
ａと同じレベルにある第４のセクション１８ｄを更に含む。第１及び第２のセクション１
８ａ‐ｂと同様に、細長い回路基板１２は、第３のセクション１８ｃ及び第４のセクショ
ン１８ｄが長手方向の軸１４の方向に互いに重なる領域２８において、第３の折畳み線３
０に関して曲げられる。第３折畳み線３０は、長手方向の軸１４と平行であり、各セクシ
ョン１８ｃ‐ｄの長い基部の端部に沿って延在している。細長い回路基板１２は、第３の
セクション１８ｃが第４のセクション１８ｄに対して（実質的に）垂直であり、これによ
って第１及び第２のセクション１８ａ,ｄが同一平面上にあるように、第３折畳み線３０
に関して（約）９０度曲げられる。
【００３１】
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　細長い回路基板１２のセクションは、別の第１のセクション１８ａ'を更に含む。別の
第１のセクション１８ａ'は、長手方向の軸１４に沿って、第１のセクション１８ａ及び
第２のセクション１８ｂの後に、連続して配置される。細長い回路基板１２は、第２のセ
クション１８ｂと別の第１のセクション１８ａ'とが第４の折畳み線３４を中心にして長
手軸１４の方向に互いに重なる領域３２において、曲げられている。第４折畳み線３４は
、長手方向の軸１４と平行であり、各セクション１８ｂ及び１８ａ'の長い基部の端部に
沿って延在している。細長い回路基板１２は、第２セクション１８ｂが他の第１のセクシ
ョン部１８ａ´に対して（実質的に）垂直であるように第４の折畳み線３４に関して曲げ
られ、これにより第１のセクション１８ａ´と他の第１セクション１８ａは（実質的に）
同一平面上にある。第１のセクション１８ａと他の第１のセクション１８ａ'とはx方向に
おいて整列している。更に、図１ａ～ｃに見られるように、第２のセクション１８ｂのよ
り長い基部は、第１の折畳みライン２２と第４の折畳みライン３４との間に自由縁３６を
有する。同様の細長い回路基板１２の他のセクションにも同様の自由縁が設けられている
。同様に、第２のセクション１８ｂは、領域２０と３２との間に非重複領域３７を有する
。細長い回路基板１２の他のセクションは、対応する非重複領域３７を有する。
【００３２】
　別の第１のセクション１８ａ'の後には、他の第３のセクション１８ｃ'と結合された別
の第２のセクション１８ｂ'が続き、他の第３のセクション１８ｃ'は前述の第３のセクシ
ョン１８ｃと結合された別の第４のセクション１８ｄ'と結合される。ストリップ１０は
、第１乃至第４のセクションの長い鎖を含むことができる。
【００３３】
　従って、長手方向の軸１４に沿った後続のセクション、例えばセクション１８ａ‐ｂは
、図１ａにおいて（ほぼ）９０度離間して配向されている。１ａ。同様に、例えば、後続
セクション１８ｃ～１８ｄ及び後続セクション１８ｂ及び１８ａ'は、（ほぼ）９０度の
間隔を置いて配置される。
【００３４】
　理解されるように、本ストリップ１０は、側面図（図１ｂ;この図では第１及び第４の
セクション１８ａ、ｄが「薄い」）から見た場合と上面図から見た場合（図１ｃ:この図
では第１のセクション１８ｂ、１８ｃが「薄い」）との両方において、「薄い部分」であ
る。これにより、ストリップ１０は、図１ｂ～ｃにおいて矢印３８及び４０で示す２つの
直交する方向にフレキシブルであることができる。矩形の回路基板（rｅｃtａnｇulａr 
ｃirｃuit ｂoａrｄs）を有する従来のLEDストリップは、一方向にのみ容易に曲げられこ
とができる（矢印３８）。しかしながら、細長い回路基板１２の現在の折り畳みにより、
回路基板１２の幅は局所的に縮小され、これによりストリップ１０の幾つかの部分はz方
向において弱く、いくつかはy方向において弱い。これにより、ストリップ１０を２方向
にフレキシブルにすることができる。更に、細長い回路基板１２は、曲げられる前に、製
造中の良好な平坦なパターンの充填を提供する（図２参照）。細長い回路基板１２はまた
、電流輸送のための幅広いトラックを提供する。
【００３５】
　ストリップ１０は、少なくとも１つの固体光源４４を更に有する。少なくとも１つの固
体光源は、例えば、発光ダイオード（LED）、有機発光ダイオード（OLED）、又はポリマ
ー発光ダイオード（PLED）であっても良い。少なくとも１つの固体光源４４は、電気的導
電性金属トラック１６に接続されている。図１ａ~図ｃにおいて、ストリップ１０は、細
長い回路基板１２の各セクション１８に中央に取り付けられた１つの固体光源４４を含む
。このようにして、ストリップ１０は、幾つかの異なる方向、例えば上方向及び/又は横
方向（１つ又は２つの方向）に光を放射するために使用され得る。しかしながら、如何な
る固体光源も有することなく１つ以上のセクション１８を提供することができる。即ち、
固体光源ピッチは、一般にハイパワーストリップに有用であると共にストリップをよりフ
レキシブルにすることができる折畳みピッチよりも低くても良い。図３に示す変形例では
、固体光源４４は、各セクション１８の長手方向中央４６からオフセットして配置される
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。具体的には、各セクション１８は、２つの固体光源４４を含むことができ、１つは、長
手方向中央４６の各側にある。従って、図３に示すように、固体光源のピッチは、通常、
ローパワーストリップに有用であり得る折畳みピッチよりも大きい。固体光源４４は典型
的には剛性であるので、この配置は、ストリップ１０が曲げられたときのセクション１８
の曲がりが、それぞれのセクションの長手方向中央４６において最も発生しやすいので、
ストリップ１０が曲げられたときに固体光源４４を損傷する危険性を低減することができ
る。位置する。
【００３６】
　ストリップ１０は、細長い回路基板１２及び固体光源４４をカプセル化するフレキシブ
ル材料４８を更に含むことができる。フレキシブル材料４８は、透明であっても半透明で
あっても良い。フレキシブル材料４８は、例えばシリコーン又はPUR（ポリウレタン）で
あっても良い。フレキシブル材料４８は、例えば、図１ａに示すように、均質で矩形の、
平行６面体のように形成されることができる。図１ｂ～図ｃでは、ここでは、簡潔にする
ためにフレキシブル封入材料が示されている。図４に示す変形例では、少なくとも１つの
孔５０が、フレキシブル材料４８を通って延在しているが、細長い回路基板１２を貫通し
ていない。特に、第１の孔５０が第２のセクション１８ｂに配置され、第２の孔５０が第
３のセクション１８ｃに配置され、LEDストリップの矩形回路板が通常設けられる。少な
くとも１つの孔５０は、テープ又は接着剤等を使用することなく、ストリップを何らかの
外部構造に固定するために使用することができる。少なくとも１つの孔５０が細長い回路
基板１２を通過しないので、より高い電流を使用することができる。少なくとも１つの孔
５０はまた、ストリップ１０がより容易に曲がるようにし、即ち、よりフレキシブルにす
る。全体的にフレキシブルな材料の代わりに、封入材料は、高温（即ち、ストリップの動
作温度より高い）でより弾性であり、冷たいときには剛性である材料、例えばプラスチッ
クであっても良い。次に、ストリップを取り付けるときに、カプセル化材料を、例えばヘ
アドライヤーを用いて加熱して、ストリップを所望の形状に曲げることができる。
【００３７】
　図５は、本発明の別の実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップ１０を示す。図
５のストリップ１０は、第１及び第２のセクション１８ａ‐ｂのみを備え、第３及び第４
のセクション１８ｃ‐ｄは省約されている。従って、図５のストリップ１０は、第１及び
第２のセクションの長い鎖を含むことができる。更に、このストリップ１０の細長い回路
基板１２は、曲げられる前に、製造中の改善されたフラットパターンの充填を提供する（
図６参照）。
【００３８】
　図７は、本発明の更に別の実施形態によるフレキシブル固体照明ストリップ１０を示し
ており、細長い回路基板１２は４５度曲げられており、これにより、その後のセクション
は４５度離れて向けられている。また、セクション１８は、ここでは、交互に二等辺台形
及び平行四辺形の形状をしている。この実施形態は、他の実施形態よりもz軸（矢印４０
参照）に関するフレキシビリティが低いかもしれないが、矩形の回路基板を有する従来の
LEDストリップよりもフレキシブルである。
【００３９】
　本発明のストリップは、LEDランプ、LEDシステム、埋設照明などの様々な照明アプリケ
ーションに使用することができる。
【００４０】
　当業者であれば、本発明は決して上述の好ましい実施例に限定されるものではないこと
を理解する。逆に、添付の特許請求の範囲の範囲内で多くの変更及び変形が可能である。
例えば、図３の二重光源及び/又は図４のカプセル化材料及び少なくとも１つの貫通孔は
、図５に示す実施形態においても使用されることができる。また、図８におけるようにス
トリップを２つの方向にフレキシブルにするための細長い回路基板の異なる形状も可能で
ある。
【００４１】
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　加えて、開示された実施例に対する変形は、図面、開示及び添付の特許請求の範囲の研
究から、請求項に記載の発明を実施する際の当業者によって理解され達成され得る。特許
請求の範囲において、「有する」なる語は他の要素又はステップを排除するものではなく
、単数形の記載は、複数であることを除外するものではない。特定の手段が相互に異なる
従属請求項に列挙されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使
用できないことを示すものではない。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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